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札幌市空き家対策検討委員会（第４回） 

次   第 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 説明事項 

⑴ 今後のスケジュール（予定）について             

 

 

 

３ 議事 

 ⑴ 検討委員会の意見と札幌市の対応（方向性）について      

 

 

  

⑵ 特定空家等の認定基準（案）について             

 

 

 

⑶ 検討委員会としての意見のまとめについて           

 

 

 

４ 閉会 



資料１

空家等対策の推進に関する特別措置法　　関係スケジュール（予定）～27年度前半まで

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月以降

空き家対策検討委員会

（外部有識者会議）

空家等対策計画

空家等対策の推進に関する

特別措置法

認定基準

完全施行（5/26）

（各措置や過料）

認定基準案の修正

制度開始

基本指針の提示（国）

ガイドラインの提示（国）

一部施行

（2/26）

検討委員会の意見を踏まえた調整・決定 運用開始

11/27 

公布

第１回第４回

・制度開始後の状況報告

・空家等対策計画について

・認定基準の見直し案の提示

・検討委員会の意見のまとめ

計画案の方向性・規定事項の検討
検討委員会の意見を

踏まえた調整・検討

基本指針（国提示）の確認

修正案

の提示

案に対する

意見

対策計画

の考え方

考え方に

対する意見



資料２

空き家対策検討委員会（第３回）の意見 札幌市の対応（方向性）

認定基準（案）について（判定方法） → 判定表及び判定方法の見直し

○（認定基準による）判定の際に客観性を担保することが重要。札幌市

内不適正管理空き家現況調査を行っているので、これを根拠として活用

（試行判定した結果を一つの指標とし、これに類似するものはこういう

点数になる等）するべきである

○敷地環境を含めた建物の状態を、現状で判断するのか（今後の）可能

性で判断するのかを明確にしなければならない

○段階的に判定する市の案は、効率性の面で合理性がある一方、認定し

た証拠という面では（不十分であり）、全ての項目について採点される

ことが非常に重要と考える。そして、物件の点数データをストックする

ことが、これからの施策や対策（の検討）にも非常に重要となる

○ご意見をいただいた客観性の確保や情報（データ）のストックの重要

性を鑑み、判定表及び判定方法について見直した

認定基準（案）について（構成、対象） → 柔軟な対応が可能となる対象・仕組みの設定

○認定基準案の項目には当てはまらないが全体を見ると危険という事例

に備えて、どれにも該当しない要素を拾う項目があってもいいのではな

いか。もしくは、そのような事例を協議する何らかの仕組みがあったほ

うが良いのではないか

○札幌市が対応する際には、倉庫や小屋なども該当するように「空家

等」というように「等」を含めていく必要がある

○いただいたご意見を踏まえ、認定基準案には、必要に応じて想定外の

要素にも対応が可能となるような規定を設けた

○札幌市の対応は、空家等対策特別措置法に基づいて行うことになる

が、同法の対象は「空家等」となっており、用途が店舗や倉庫であって

も対象になる

空き家対策検討委員会の意見と札幌市の対応（方向性）



老朽危険空き家除却補助制度（案）について → きめ細かな制度設計

○地域連携型補助で、地域が借りた土地を雪置場として活用する例があ

るが、堆積量などが地域問題になりかねないのではないか

○補助金の上限額を設定するとのことだが、参考とした事例や目安など

あれば補足的に説明してほしい

○もし、補助が出る状態になるまで空き家を放置しておこうという悪意

の所有者に対して補助が出るのでは、お金の使い方として無駄であり反

対という意見もある。そのため、（そのような悪意のある人に対する）

相談応対や助言・指導等の仕方が重要な課題となる

○地域で土地を活用する際には、ルールを考えなければならない。用途

や維持管理について、土地周辺住民を含めた地域合意を得られることが

前提になると考えている

○効果的な補助制度となるように、他都市の事例を参考として上限額や

条件などを検討していく

○正当な理由もなく空き家を放置しようとすることがないよう、相談応

対や助言・指導等の仕方、制度設計などを工夫する

空き家流通促進連携事業（案）について → 所有者の意識を変えるための施策

○相談者がどの方法・どの不動産業者を選ぶかにあたって公平性を保つ

ためには、不動産業者が方法（賃貸・売却など）を提案して、相談者に

判定していただくというのが最も良い方法であろう

○「住まいのプラットフォーム」にも、空き家になった場合どうしたら

いいのかという相談が最近増えている。活用の方法や解体にはどの程度

の費用がかかるのかという相談も「住まいのプラットフォーム」で幅広

く受けることが出来ると考えており、このような相談先を周知すること

は重要である。また、自分が所有している空き家をどう管理していく

か、出来ないのであればどうするのかを考えさせるような周知も重要

○空き家流通促進連携事業により、所有者が売却や活用の検討を始める

きっかけづくりを進めていく。ただし、市が行うのは、あくまできっか

けづくりであり、最終的に空き家等をどのようにするかは、不動産業者

などが行った提案を受けた相談者（所有者）が決定する仕組みとしたい

○所有者の管理意識を高めたり、「住まいのプラットフォーム」などの

ように気軽に相談できる窓口があることを周知することは重要であるこ

とから、「広報さっぽろ」や市ホームページの活用、啓発パンフレット

の配架などを進めていく



『特定空家等』の認定基準（案） 資料３

分類 認定の視点

1-1 建物の倒壊・建築部材の飛散等 建物総体として一定以上の危険性が認められる状態（判定表により判定）

1-2 建築物の衛生設備の破損等 配管設備の破損等により、付近住民や通行者に被害が及ぶ危険性がある状態

1-3 建築物に附属する工作物の腐朽・破損等 塀その他工作物等（立木を含む）に明らかな腐朽・破損等が生じており、

当該空き家等の周囲において人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険性がある状態

1-4 防火（放火）・防犯 玄関等の無施錠又は貫通穴が存在するなど、外部から不特定の者が容易に侵入できる状態

2-1 ごみの散乱・不法投棄等 ごみや物品等が大量に散乱又は堆積しており、悪臭などの発生により

周辺の生活環境が著しく損なわれている状態

2-2 燃焼物の放置・散乱
（火災発生の危険性） 周囲の燃焼の危険性のある物件が散乱・放置されているなど、火災発生の危険性がある状態

2-3 雑草・樹木等の繁茂 雑草・樹木等の繁茂により、生活衛生上の問題が生じており、清潔が保たれていない状態

2-4 衛生動物の発生 ハチ類の営巣、ドクガ等の衛生動物の大量発生等により、敷地外に悪影響を及ぼしている状態

2-5 落雪 落雪により、当該空き家等の周囲において人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険性がある

状態（ただし、道路上への影響があるものについては、下記による。）

2-6 道路通⾏・⾛⾏の⽀障 空き家等から発生する事象（ごみや物品等の散乱・堆積、雑草・樹木等の繁茂、落雪等）により、

道路の通行や走行を妨げている状態又はその危険性がある状態

項目

1.　建物

2.　生活環境

※表にある項目以外の観点によって、特に市⻑が危険性等があると判断した空家等については、「特定空家等」として認定することができることとする。



「１－１　建築物の倒壊・建築部材飛散等」に関する判定表（案） 資料４

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

A 基礎・土台 60 40 20 0 2.0 1.0 120

B 建築物（柱・梁） 60 40 20 0 2.0 1.0 120

C 屋根構造材・下地材 60 40 20 0 2.0 1.0 120

D 外壁構造材・下地材 60 40 20 0 2.0 1.0 120

E 屋根仕上材 30 20 10 0 2.0 1.0 60

F 外壁仕上材 30 20 10 0 2.0 1.0 60

G その他部位 30 20 10 0 2.0 1.0 60

※Gには、窓枠、煙突、外部階段、看板、機器類などを含む

上記判定表で得点を計上し、総得点が６０点以上を判定表１－１における特定空家等と認定する

660
飛
散
・
剥
落
可
能
性

倒
壊
・
崩
壊
可
能
性

(A) 現状における破損等の程度 (B) 影響範囲係数
(A)×(B)
判定点

総得点
項目

破損等の程度 敷地外に影響
（隣家・道路等）

敷地内のみ影響



判定①　倒壊（全体）について

著しい 高い 低い 無し

建築物の崩壊・落階 100 80 50 0 2.0 1.0 0 0 □判定点①≧１００⇒危険性ありと判定

■判定点①＜１００⇒判定②へ

判定②　倒壊（部分）について

著しい 高い 低い 無し

1.基礎・土台の破損 50 30 15 0 2.0 1.0 0

2.建築物（柱・梁）の傾斜 50 30 15 0 2.0 1.0 0

3.屋根の変形、破損 50 30 15 0 2.0 1.0 60

4.外壁の貫通、⻲裂 50 30 15 0 2.0 1.0 30

判定③ 部材の⾶散落下について

著しい 高い 低い 無し

屋根材の剥落、破損 50 30 15 0 2.0 1.0 60

外壁材の剥落、破損 50 30 15 0 2.0 1.0 30

(A) 評価項目と危険度得点 (B) 影響範囲係数
(A)×(B)
判定点

判定点①
小計項目

状態毎の危険度得点 敷地外に影響
（隣家・道路等）

敷地内のみ影響

項目
状態毎の危険度得点 敷地外に影響

（隣家・道路等）
敷地内のみ影響

状態毎の危険度得点 敷地外に影響
（隣家・道路等）

敷地内のみ影響

(A) 評価項目と危険度得点 (B) 影響範囲係数

(A) 評価項目と危険度得点 (B) 影響範囲係数
(A)×(B)
判定点

判定点②
小計項目

(A)×(B)
判定点

90

90

□判定点①＋②≧１００⇒危険性ありと判定

■判定点①＋②＜１００⇒判定③へ

■判定点①＋②＋③≧１００⇒危険性ありと判定

□判定点①＋②＋③＜１００⇒危険性なしと判定

判定点③
小計

表2：「1-1 建築物の倒壊・建築部材飛散等」に関する判定表

適切に管理されていない空き家の認定基準（案）について 前回資料



実態調査結果に基づく判定の得点分布 資料5
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0

5

10

15
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30

35

件
数

得点分布

認定基準1-1の得点分布

79

53%

71

47%

認定基準1-1による判定（150件中）

基準点60点以上と判定
基準点60点未満と判定

126

84%

24

16%

特定空家等の総合判定（150件中）

特定空家等と認定

特定空家等と認定されない
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札幌市の空き家対策にかかる意見書 
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平成２７年○月○日 

札幌市空き家対策検討委員会 
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１ 所有者に対する啓発や情報発信 

  

⑴ 所有者責任の明確化 

   空き家対策の推進は、今後、ますます重要な政策課題となると思われますが、

本来、空き家（使用されていない倉庫や小屋などの非住宅建物を含む。以下同じ）

の管理責任は所有者（相続人や管理者などを含む。以下同じ）にあり、空き家の

問題は、基本的に所有者が自ら解決すべきものであることは明確にする必要があ

ります。 

   空き家を放置しておき、適切な管理を行わずに近隣や通行人に損害を与えた場

合、所有者の責任が問われることがあることを十分に周知することが重要です。 

  

⑵ 所有者の管理意識の向上 

   近年、空き家問題に関する報道が増加しており、市民の間でも空き家問題に対

する認知度や関心が高まってきています。市民の認知度や関心をさらに高め、所

有者としての責任を果たしてもらうためにも、「広報さっぽろ」や市ホームペー

ジ、パンフレットなどを活用して空き家の適切な管理の重要性や市の空き家対策

などを周知し、所有者の管理意識を高めていく必要があります。 

そのほかにも、不適切な管理とならないようにするため、後追いではなく先手

を打つという視点が大切であり、例えば、空き家の維持管理や処分、活用などに

有益な情報を積極的に提供することなどが求められます。 

また、適切に管理されていない空き家の所有者は、自分の空き家がどの程度の

レベル（管理状態）なのかということを認識していない場合が多いと思われるた

め、行政が調査した結果を具体的に示し、適切な管理状態ではないという認識を

持ってもらうことも有効と考えられます。 

  

⑶ 中・長期的な住宅の居住見通しの重要性 

   空き家の管理責任が所有者にあることは、⑴で述べたとおりですが、今後増加

することが想定されるのは、身寄りのない方が亡くなられたり相続人等が相続放

棄を行ったりして、所有者が「不存在」となり、管理すべき主体がいなくなって

しまうという事例です。 

そのような事例が生じることを少しでも減らすためには、現在所有（居住）し

ている住宅に誰も住む人がいなくなった場合、別の人が住む見通しはあるのか、

あるいは、誰も住む見通しがないのであれば、そのときには住宅をどうするのか、

そうした状況に備えて今から進められる準備にはどのようなことがあるかなど、

事前に所有者やその家族に考えておいてもらうことが重要になります。 

行政には、こうした啓発を行ったり、適切な相談先を紹介したりするなどの対

策を取ることが求められます。 
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２ 適切に管理されていない空き家に対する行政の対応 

  

⑴ 行政の姿勢 

空き家の管理責任は所有者にありますが、空き家の所有者がその管理責任を果

たさない場合においては、地域（町内会など）によっては、所有者に連絡を取っ

て適切な管理をお願いしたり、消防や警察と連携して対応しているケースもあり

ます。 

しかしながら、地域が所有者に対してできることは、あくまで「お願い」や「要

請」にとどまるため、所有者に管理責任を果たしてもらうための手段としては機

能しないことも想定されます。そのような場合に有効と考えられるのが、市が所

有者に対して管理責任を果たすことの重要性を説明して履行を求め、必要があれ

ば、法に基づいた適切な措置を取ることです。 

私有財産の問題であるからと一歩引いてしまうのではなく、住民に最も身近な

行政主体である市が所有者に対して管理責任を果たすように促していく必要が

あると考えます。 

 

⑵ 空家等対策の推進に関する特別措置法の活用 

  国や地方自治体が空き家問題に対して一歩踏み出し、空き家に関する施策を推

進するために制定されたのが、平成 26 年 11 月 27 日に公布された「空家等対策

の推進に関する特別措置法」（以下、「空家対策法」という。）であり、市がこの

法律を効果的に活用すれば、適切に管理されていない空き家の問題を解消するた

めの有効な手段とすることも可能です。 

  しかしながら、空き家は個人が所有する財産であり、法律上の問題があるから

といって、行政が直ちに解体や撤去といった強権的な対応を取ることができるわ

けではありません。 

  まずは、市が所有者に対して粘り強く問題点の解消を促すことが重要であり、

加えて同法に基づく指導や勧告などを行うことによって管理意識が希薄な所有

者の意識を変え、適切な管理が行われるようになることを期待します。 

 

⑶ 「特定空家等」の認定における客観性と柔軟性 

  前項で述べたとおり、まずは所有者に対する働き掛けや指導、勧告などにより、

所有者の自発的な問題解消を促すことが基本的な対応となりますが、空家対策法

には、命令に違反した者に対する過料や、行政代執行などの厳しい規定も盛り込

まれています。 

そのため市は、同法に基づく措置の対象となる空き家（同法の規定では、「特

定空家等」という。）を認定するための基準を策定することとしていますが、そ

こで重要になるのが認定する際の客観性の確保です。 



3 

 

  市は、国が示すガイドラインや「応急危険度判定」の事例などを参考として客

観性を確保すると説明していますが、それだけではなく、市の実態に即した事例

も踏まえる必要があると考えます。幸い、市では今年度、市内にある空き家の現

況調査を実施していますので、このデータを分析して活用することが有効であり、

是非行っていただきたいと思います。また、空家対策法の施行後においても、実

際に現地調査を行って認定した事例を積み重ねていくことで、客観性の精度を高

め続けていくことが求められます。 

一方で、市が策定する認定基準の個別項目には直接該当しなくとも、全体とし

ては明らかに危険性が高いといった事例が生じる可能性もあります。こうした事

例が生じた場合でも、空家対策法に基づく措置の対象とできるような柔軟性にも

配慮する必要があると考えます。 

 

 ⑷ 所有者不存在の財産の帰属 

   空家対策法では規定されていない問題として、所有者が「不存在」となり管理

すべき主体がいなくなった財産（空き家やその跡地など）の帰属問題があります。

所有者が不存在となってしまった財産は、民法上、国庫に帰属することが定めら

れていますが、その際、通常は利害関係者などが相続財産管理人の選任制度を活

用して初めて手続きが進められます。手続きを進めるためには、煩雑な事務に加

えて事務に要する費用が必要となり、必ずしも現実的な解決方法となっていない

のが現実です。 

   この問題を解決するための方法としては、国庫に帰属するための手続きを簡素

化することが挙げられますが、そのためには法律等の改正が必要となりますので、

機会をとらえて必要となる法制度の整備について国に要望していくべきと考え

ます。 

 

３ 空き家の流通促進 

 

⑴ 不動産事業者や NPO などとの連携 

  放置されている空き家のすべてに対して、市が税金を使って対策を講じること

は非現実的ですので、まだ使える空き家を流通に乗せたり、市場の中で再生して

いくことが重要になります。 

  札幌市内では、不動産事業者を仲介して一戸建てやマンションの空き家を売買

したり賃貸したりすることが一般的に行われていますが、自発的に売却等に動く

のは、明確な意思を持った所有者と思われます。一方、所有者に売却や賃貸に関

する知識がなかったり相続等の問題があったりする空き家は放置されている可

能性が高いので、こうした空き家への対応がポイントになります。 

そのため、このような問題を抱えている空き家の所有者に対して問題の解決に

向けた情報を提供し、売却等を検討する動機づけとなるような仕組みを構築する
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ことが効果的と考えますが、行政はそのようなノウハウを持っていないことから、

民間の不動産事業者や NPO などと連携することが必要です。 

   

⑵ 所有者と不動産事業者等とのマッチング 

  空き家の流通を促進するためには、不動産事業者や NPO などが持つノウハウを

活用することが重要ですが、課題となるのが所有者と不動産事業者等とをどのよ

うにつないでいくかという点です。 

  例えば、売却等について相談できる仕組みを設け、そこから不動産事業者等に

つなぐといった方法が考えられますが、現在市が検討している仕組みのように、

何らかの形で市が関わる方が安心感があり気軽に相談できると思われます。また、

市内の不動産事業者は多数に上ることから、業界団体などと連携した仕組みとす

る方が効率的ですので、是非連携して進めていただきたいと思います。 

対象とする空き家についても、通常の空き家だけではなく、危険性が生じつつ

ある空き家や周辺に迷惑を及ぼしている空き家など、通常では流通に乗らないよ

うな空き家についても相談を受け、不動産事業者や NPO がノウハウを活かした対

応（流通や活用）案を提案できるようにすることが望ましいと考えます。 

 

４ 老朽危険空き家の除却支援制度 

  

 ⑴ 有効性 

   適切に管理されないまま老朽化が進み、危険性が高まっている空き家は、売却

して市場流通の中で再生させることも可能ですので、空き家の流通促進を進める

ことで解決に導いていくことが望まれます。 

しかし、立地する場所や状況（道路に接道していない等）などによっては買い

手がつかず、また、老朽化が進んでいるため活用することも困難という空き家も

生じ得ます。そのような空き家を放置しておくと、ますます老朽化が進んで危険

性が高まり、周辺住民の安全で安心な生活を脅かすことから、まずは除却して危

険性を取り除くことも重要となりますが、空き家の所有者の置かれた状況はさま

ざまであり、中には除却する意思があっても費用的に対処することが難しい場合

もあります。  

そのような場合、除却費を補助する制度があれば費用を捻出できる可能性もあ

ることから、市が危険な空き家を減らしていくための施策の１つとして除却支援

制度を備えておくことも有効であると考えます。 

  

 ⑵ 市民理解 

   除却支援制度は、危険な空き家を減らしていくための施策の１つとして有効で

あり、市民の安全で安心な生活を守るために必要な施策といえる反面、私有財産

である空き家に対して税金を使うことになりますので、制度を設ける前提として、
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市民の理解を得られるような制度設計や十分な説明が必要と考えます。 

   そこで重要となるのが、行政は投入した税金を「回収」するという視点を忘れ

るべきではないという点ですが、この「回収」には税収の増加などの直接的な財

政への寄与だけではなく、例えば、除却後の跡地が「公共的に利用される」よう

になるなど、間接的に良い影響が生じるといった「質的な回収」も含まれます。 

こうした広い意味での「回収」を意識して制度設計することで市民に対する説

得力が生まれ、理解を得ることができると考えます。 

 

 ⑶ 地域との連携 

市では、地域と連携して除却後の跡地を活用するタイプの除却支援制度も検討

しており、そのような取組は「質的な回収」を意識した制度といえますが、注意

すべき点としては、除却後の跡地の周辺住民を含め、地域としてしっかり合意形

成がなされることや、活用のルールを整えることなどが挙げられます。 

また、空き家対策の議論からは少し外れますが、こうした地域と連携して行う

施策を進めるためにも、実行力のある住民組織をどのように構築していくかとい

う札幌市としての課題があることを付け加えておきます。 
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参考  札幌市空き家対策検討委員会の開催経過 

 

【第１回】 

開催日時  平成２６年７月３日（木） １０：００～１２：００ 

 議事 

⑴ 不適正管理空き家問題の対応と課題について 

⑵ 不適正管理空き家現況調査の概要について 

⑶ 札幌市の空き家対策における基本的な考え方及び今後の検討テーマについ 

  て 

 ⑷ 連絡事項 

 

【第２回】 

開催日時  平成２６年８月５日（火） １０：００～１２：００ 

議事 

⑴ 空き家の対応に関する現行法令について 

⑵ 不適正管理空き家現況調査の結果について 

⑶ 自主的な解消に向けた対策について 

   ・除却補助制度の考え方 

   ・民間事業者等との連携の考え方 

 

【第３回】 

開催日時  平成２６年１１月２７日（木） １０：００～１２：００ 

議事 

  ⑴ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」について【報告】 

⑵ 検討委員会の意見と札幌市の対応（方向性）について 

⑶ 適切に管理されていない空き家の認定基準（案）について 

⑷ 老朽危険空き家除却補助制度（案）について 

⑸ 空き家流通促進連携事業（案）について 

 

【第４回】 

開催日時  平成２７年３月１０日（火） １０：００～１２：００ 

議事 

  ⑴ 検討委員会の意見と札幌市の対応（方向性）について 

⑵ 特定空家等の認定基準（案）について 

⑶ 検討委員会としての意見のまとめ（案）について 
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参考資料

政令市・中核市の空き家等の適正管理に関する補助事業（空き家等の除去・改修費⽤の助成など）

①政令市

市名 事業名 概要、要件等 補助額
神⼾ ⽼朽危険家屋対策

事業
①専門家派遣制度

相続や債務整理、修繕や解体撤去、売却や活用などの

課題について、自主的解決を図ろうとする所有者に対

し、法律、建築、不動産等の専門家による相談を実施す

る。

②解体除却補助制度

　条例に基づく勧告に応じて所有者が老朽危険家屋を

除却する場合に、除却費用の一部を補助する。

③土地建物寄附受け制度

　条例に基づく勧告に応じる意思はあるが、自力での対

応が困難で、かつ跡地管理について地域団体等の協力

を得られる場合に、市が土地建物の寄附を受け、老朽

危険家屋を除却する。

①原則２回まで市負担

②解体除却工事に要す

る経費の１／２、

限度額60万円

③除却は市負担。

ただし、所有権移転登記

に係る費用は申出者負

担

北九州 ⽼朽空き家等除却
促進事業

　昭和56年5月以前に建築された家屋で、下記の１、２の

いづれかの要件を満たすものの除却について、費用の

一部を補助する。

※住環境の悪化を未然に防止する観点から、現在居住

している家屋も対象

補助対象建築物の要件：

①倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な家屋

に該当するもの

②接道状況の悪い敷地上にある除却が困難な家屋

上限50万円

老朽家屋等の除却に要

する額の１／3、または市

が定める基準額の1／3、

のいずれか低い額

②中核市

市名 事業名 概要、要件等 補助額
旭川 旭川市非耐震空き

家住宅除却費補助
事業

　空き家状態で耐震性能が確保されていない木造の専

用住宅又は兼用住宅のうち、「住宅の不良度の測定基

準」による評定が100点以上と判定されたものの除却費

に対してその一部を補助する

除却工事費の１／３、

限度額30万円

横須賀 空き家解体費⽤助
成事業

　市が建物の調査を行い、解体する必要性があると判断

した空き家であるとともに、条例等で指導を行った建物

に対して解体費用を助成する制度

解体工事に要する費用

の１／２、

限度額35万円

姫路 姫路市⽼朽危険空
き家対策補助⾦交
付要綱

　自治会が老朽危険空き家を撤去する場合に、その費

用の一部を助成する制度

撤去費用の１／２、

限度額75万円



下関 下関市危険空家除
却推進事業補助⾦

補助対象：

・常時無人な状態にあり、適正に管理されないことによ

り、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのあるもの

・市内に存する建築物で床面積の２分の１以上が居住の

用に供されていたもの

・木造又は軽量鉄骨造であること

・個人が所有するものであること等

市内の解体業者に依頼

して行う危険家屋の除却

工事の費用の１／２、

限度額50万円

久留⽶ 久留⽶市⽼朽危険
家屋等除却促進事
業

　久留米市内に存在する老朽化し危険な建物の除却を

促すことにより、市民の安全・安心の確保と住環境の改

善及び良好な景観の維持を図ることを目的とする。

対象：次の要件を全て満たすもの

・周辺の住環境に悪影響を与え、放置されているもの

・木造または軽量鉄骨造の建物

・危険度判定の結果、基準を満たしたもの

・久留米市内の業者に工事を発注するもの

・補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

除却工事費の１／２、

上限額75万円

⻑崎
⻑崎市⽼朽危険空
き家除却費補助⾦

対象：以下の要件を全て満たす建築物

・長崎市内にあること

・空き家（使用している者がいない）であること

・木造又は鉄骨造であること

・過半が住宅として使用されていたこと

・周囲に悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあ

るもの

・構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるも

の

老朽危険空き家の除却

費の40％、

上限額50万円

大分 大分市⽼朽危険空
き家等除却促進事
業補助⾦交付要綱

対象物件：

空き家かつ管理不全な状態で放置されており、その周

辺住環境を悪化させている不良住宅で、市が定める住

宅の不良度合いが一定以上のもの

補助の対象者：

建築物の所有者若しくは

所有者の相続関係者で

法人を除く。市税の滞納

がないこと。市が定める

所得制限以下であること

等

建築物除却に要する経

費の１／２、

限度額50万円


